
 

令和元年  第５回（１２月） 筑紫野市議会定例会  

【建設環境常任委員会  委員長報告】 

  

議案第６２号から議案第６４号までの３件について審査の

経過と結果をご報告いたします。 

本３件は、主な内容が人事異動に伴う職員給与の調整によ

るものであることから、執行部から一括して説明を受けまし

た。 

まず、『議案第６２号 令和元年度筑紫野市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）』の件について、ご報告いたし

ます。 

本件は、農業集落排水事業における人事異動に伴う職員給

与の調整及び１件の債務負担行為に関する補正予算で、歳出

予算として２３万２千円を増額し歳入予算として一般会計か

らの繰入金を同額、増額するものです。 

委員会では、時間外勤務手当補正額は、どのような業務に

何時間費やし算出されたものかとの質疑があり、執行部から

は消費税増税に伴う業務や災害対応により時間外勤務が約 

７０時間増加したものであるとの答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 



 

次に、『議案第６３号 令和元年度筑紫野市水道事業会計補

正予算（第 1 号）』の件についてご報告いたします。 

本件は、水道事業における人事異動に伴う職員給与の調整、

他団体への水融通解消に伴う負担増と２件の債務負担行為に

関する補正予算で、収益的収支では支出について８，９１８

万２千円を増額し、資本的収支では、支出について２８５万

９千円を減額するものです。 

委員会では、「他団体との協定により水の融通を行ってきた

が、本年度、渇水によりこの協定を解消した」とのことだが、

今後、他団体との水融通を行うことはないのかとの質疑があ

り、執行部からは、今後も、協議により水融通を行うことは

あるとの答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第６４号 令和元年度筑紫野市下水道事業会計

補正予算（第１号）』の件についてご報告いたします。 

本件は、下水道事業における人事異動に伴う職員給与の調

整及び１件の債務負担行為に関する補正予算で、収益的収支

では支出について４３２万６千円を減額し、資本的収支では

支出について９万円を増額するものです。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案の



 

とおり可決すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 

 

議案第６８号から議案第７０号までの３件について審査の

経過と結果をご報告いたします。 

本３件は、人事院勧告に基づく給与改定に伴う補正予算を

計上する内容であることから、執行部から一括して説明を受

けました。 

 

まず、『議案第６８号 令和元年度筑紫野市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第２号）』の件についてご報告いたしま

す。 

本件は、給与等の改定により、歳出の職員給与費２万１千

円を増額し、歳入予算として一般会計から繰り入れをし、同

額を増額するものでございます。 

委員会では、給料の補正は行わないのかとの質疑があり 

執行部からは、農業集落排水事業においては給料改定の対象

となる職員がいないため、職員手当及び共済費の補正のみで

あるとの答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 



 

次に、『議案第６９号 令和元年度筑紫野市水道事業会計補

正予算（第２号）』の件について、ご報告いたします。 

本件も給与等の改定により、収益的収支では、支出につい

て２４万１千円を増額し、資本的収支では支出について１４

万９千円を増額するものであるとの説明がありました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第７０号 令和元年度筑紫野市下水道事業会計

補正予算（第２号）』の件について、ご報告いたします。 

本件も給与等の改定により、収益的収支では、支出につい

て３１万８千円を増額し、資本的収支では、支出について 

１５万５千円を増額するものであるとの説明がありました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 

以上、報告を終わります。 


